
(証券コード：5542)

2026年３月12日
(電子提供措置の開始日2026年３月５日)

株 主 各 位

埼玉県川越市新宿町５丁目13番地１

新報国マテリアル株式会社
代表取締役社長 成 瀬 正

第93回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第93回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第93回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.shst.co.jp

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・

検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）2026年３月６日掲載

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

また、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、電

子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げ

ます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時

2. 場 所 埼玉県川越市新宿町５丁目13番地61

住宅展示場「川越ハウジングステージ」インフォメーションセンター

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第93期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件
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4. その他の招集の決定事項

代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する他の株主に委任する場合に限られます。な

お、代理人は１名とさせていただきます。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わ

せていただきます。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使

を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされ

た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

２．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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オンデマンド配信（事後配信）のご案内

当社は、本株主総会よりIR強化施策の一環として株主総会当日の模様の一部につ
きまして、後日、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、録画映像をオン
デマンド配信（事後配信）する予定です。

配信予定日時 本株主総会終了後２～３週間後を目途に配信予定

当社ウェブサイト https://www.shst.co.jp

＜留意事項＞
・上記録画のため、株主総会当日は会場をカメラにて撮影いたします。オンデマン
ド配信用動画の撮影に際しては、出席株主様のプライバシーに配慮し質疑応答な
ど一部を編集させていただきます。また、撮影はご出席の株主様の容姿が映らな
いようスクリーン映像と取締役席付近のみとさせていただきますが、やむを得ず
ご出席の株主様が映り込んでしまう場合がございますので、ご了承ください。

・配信の撮影、録画、録音、保存およびSNS等での公開等はお断りいたします。
・ご使用の機器や通信環境によっては、映像や音声の乱れ、配信の中断等の不具合
が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となりま
す。
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議決権行使についてのご案内

株主総会に

出席される場合

株主総会開催日時行使期限

インターネットで議決権を

行使される場合

行使期限

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に

対する賛否をご表示のうえ、切手を

貼らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の

賛否をご入力ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

2026年3月27日（金）
午前10時開催

2026年3月26日（木）
午後5時到着分まで

2026年3月26日（木）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

・賛成の場合 「賛」の欄に〇印

・反対する場合 「否」の欄に〇印

・全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

・一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

・全員反対する場合 「否」の欄に〇印
見本

第１・４号議案

第２・３号議案
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QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 9：00 ～ 21：00）

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

1

見本

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

2

「ログインID・
仮パスワード」を
入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく

ださい。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス

ワード」を入力しクリックしてください。

インターネット等による議決権行使のご案内

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※ 操作画面はイメージです。

議決権行使

サイト
https://evote.tr.mufg.jp/
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第 93 期 事 業 報 告

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過
当事業年度における経済情勢は、米国による大規模関税の実施と、地政学的リスクの高まりに

より、依然として世界経済への影響が懸念される不透明な状況が続いております。
このような状況の下で、主力である半導体市場は、AI向け設備投資が活況を呈している一方

で、スマホやパソコン向けといった汎用民生品の設備投資意欲が不透明となっており、跛行的
（アンバランス）な状況が生じています。

このような中、当事業年度における当社の業績は、汎用民生品向けであるシリコンウエハ関連
は大幅に減少しました。AI向けの半導体製造装置関連は上期に大幅増加しましたが、下期に入り
米国の関税政策や米中貿易摩擦などの影響により、半導体設備投資が慎重姿勢になったと考えら
れ、期待していたAI需要が一時的に減速した結果、通期では半導体製造装置関連の売上は微増に
留まりました。FPD製造装置関連は、市場の需給バランス等の影響により設備投資の回復が遅れ
減少となりました。
その結果、当事業年度における売上高は下期での一時的な減速が影響し、前期に比べ670百万

円減収の5,540百万円（上期3,177百万円、下期2,363百万円）（前期比10.8％減）となりました。
営業利益は価格改定やコスト合理化などを推進しましたが前期に比べ178百万円減益の466百万円
（前期比27.7％減）となりました。経常利益は営業外収益として3D製造装置の導入における補助
金収入60百万円がありましたが前期に比べ116百万円減益の540百万円（前期比17.7％減）となり
ました。当期純利益は前期計上しました投資有価証券売却益の反動減もあり、前期に比べ175百
万円減益の401百万円（前期比30.4％減）となりました。

（今後の見通し）
世界情勢は、米国による通商政策の厳格化や地政学的リスクが進む中、経済安全保障を基軸と

したサプライチェーンの再編が本格化しています。このような状況の下で、当社の主力分野であ
る半導体業界では、中長期的にはAI投資を中心とした先端高性能製品の量産化や、先端パッケー
ジング技術に向けた投資が引き続き活発に行われております。さらにFPD市場は新興国向けに成
長が見込まれ、当社の主力製品である低熱膨張合金（インバー合金）の需要は増していくものと
考えております。
2026年の業績見通しは、シリコンウエハ関連の回復が依然として遅れており、FPD製造装置関

連についても設備投資の踊り場で若干減少するものと見込んでおりますが、AI向けの半導体製造
装置関連を中心に回復基調にあり増加すると見込んでおります。
その結果、売上高は前年比460百万円増の6,000百万円（上期2,800百万円、下期3,200百万円）、

― 6 ―

2026年02月25日 15時25分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



営業利益は価格改定やコスト合理化の取り組みにより前年比184百万円増の650百万円、経常利益
は前年比130百万円増の670百万円、当期純利益は前年比99百万円増の500百万円と、増収増益を
予想しております。

また、「新報国マテリアル中期目標」に掲げている海外拡販では、欧州の半導体製造装置メー
カー向けにサンプル出荷を開始しており、水素関連分野においても、マイナス269℃でもゼロ膨
張を実現するインバー合金「IC-DX」の採用に向けて複数社と共同で実用化試験を推進すると共
に、公的研究機関において極低温特性の評価を進めています。さらに、摂氏400℃の高温下でも
低膨張性能を発揮するインバー合金「VIC-65」を用いた熱可塑性CFRP成形金型の展開も進めてお
ります。
このように新規市場の販路拡大に向けて着実に前進しております。

※業績見通しは、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

（当期及び次期の配当）

当社は、「新報国マテリアル中期目標」でも掲げておりますとおり、攻めの経営を掲げ、積極

的な研究開発、設備投資、製造技術の革新、新市場への拡販を図り、成長戦略を実行して参りま

す。今後の配当につきましても当該事業年度と今後の収益見通し及び内部留保等総合的に勘案

し、株主の皆様に報いる配当を決定してまいります。

当期の期末配当金につきましては、１株当たり15円とさせていただく予定であります。年間配

当金は、既に実施しました中間配当10円を含め、１株当たり25円となる予定であります。

次期の配当につきましては、同額の年間普通配当１株当たり25円（中間配当10円、期末配当15

円）とする予定であります。
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(2) 販売実績

セグメントの名称 金 額(千円) 構成比(％) 前期比(％)

特 殊 合 金 事 業 5,387,373 97.3 88.9

不 動 産 賃 貸 事 業 152,208 2.7 100.0

計 5,539,581 100.0 89.2

(3) 財産及び損益の状況

期 別
科 目

第90期
(2022年度)

第91期
(2023年度)

第92期
(2024年度)

第93期(当期)
(2025年度)

千円 千円 千円 千円

売 上 高 6,361,341 6,483,988 6,209,236 5,539,581

当 期 純 利 益 491,846 476,044 576,417 401,136

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

73円11銭 70円76銭 85円69銭 60円17銭

純 資 産 額 4,818,847 5,238,910 5,614,583 5,806,498

(注) 当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第90期の期首
に当該分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

(4) 対処すべき課題
当社は、以下の課題について取り組んで参ります。
１．売上100億円企業への成長を目指す
ａ．社会に不可欠な会社
ｂ．お客様・社会から信頼される会社
ｃ．株主様から支持される会社

２．インバー合金グローバルニッチトップを目指す
ａ．インバー合金ラインナップの拡充
ｂ．世界の最先端半導体製造装置メーカー各社への販売

３. 創造的な研究開発
ａ．インバー特性の原理機構の解明
ｂ．特殊環境対応インバー合金開発（水素環境、強磁場下、超高真空、高応力下）
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４. 革新的な製造技術
ａ．鋳造・３Ｄ・鍛造の３本柱の確立
ｂ．金属３Ｄ積層造型への大型投資および製造技術確立
ｃ．ＡＩ等による鋳造工程の省力化・自動化

５．積極的な販売戦略
ａ．急拡大する半導体およびＦＰＤ産業への対応
ｂ．インバー合金の世界展開
ｃ．航空・宇宙・環境分野への新規参入

(5) 設備投資等の状況
当事業年度において、当社は353,363千円の設備投資を行っており、主に金属３Ｄ製造設

備153,318千円などであります。

(6) 資金調達の状況
当期中において特記すべき事項はありません。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

(8) 主な事業内容
① 半導体及びＦＰＤ製造装置用部品等の製造及び販売
② シームレス鋼管製造用工具の製造及び販売
③ 鍛圧加工（鍛造・圧延・伸線）
④ 不動産の賃貸

(9) 事業所
本社 埼玉県川越市新宿町5-13-1
三重工場 三重県三重郡川越町大字高松字中島835-１
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(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,100,000千円

(11) 従業員の状況

従 業 員 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

102名
(1名減)

44才5ヶ月 17年0ヶ月

(注) １．（ ）は前期末比増減であります。
２．上記従業員数には臨時従業員3名を含んでおります。

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行済株式の総数 6,656,782株(自己株式363,218株を除く)

(2) 株主数 3,025名

(3) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 製 鉄 株 式 会 社 1,018千株 15.3％

村 岡 克 彦 717千株 10.8％

株 式 会 社 湊 組 542千株 8.1％

石 田 龍 山 315千株 4.7％

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 314千株 4.7％

株 式 会 社 山 本 本 店 214千株 3.2％

清 水 長 助 131千株 2.0％

新 報 国 マ テ リ ア ル 取 引 先 持 株 会 102千株 1.5％

新 報 国 マ テ リ ア ル 従 業 員 持 株 会 97千株 1.5％

宇 田 肇 87千株 1.3％

(注) 持株比率は、自己株式(363,218株)を控除して計算しております。
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(4)当事業年度中に職務の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員を除く） 9,000株 3名

取締役（監査等委員） 3,000株 3名

(注)上記は、譲渡制限付株式報酬であります。

(5)その他株式に関する重要な事項

１．当社は、2024年12月24日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、

2025年１月６日から2025年６月30日までの間、市場取引により100,000株の当社普通株

式を総額68,241,200円で取得いたしました。

２．2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これ

により、発行可能株式総数は12,000,000株となり、発行済株式総数は7,020,000株であ

ります。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 成 瀬 正 社長執行役員

取 締 役 鎌 田 貴 幸 執行役員

取 締 役 横 井 裕 二 執行役員三重工場長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

八 尾 量 也

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

丸 茂 隆 税理士丸茂隆税務事務所 所長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

井 上 裕 子 ㈱井上鉄工所 代表取締役社長

(注) １．取締役八尾量也、丸茂隆、井上裕子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員丸茂隆は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者

であります。
３．監査等委員八尾量也、丸茂隆、井上裕子は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
４．当社は、以下の理由により、常勤の監査等委員を選定しておりません。

①監査等委員の３名中３名が社外取締役であり、かつ、独立役員として届出しており、社外取締役とし
ての独立性を重視していること。

②取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができていること。
③必要に応じて監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席できる体制ができていること。
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(2) 取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 基 本 報 酬 額 株 式 報 酬 額 摘 要

取締役(監査等委員を除く) 3名 60,840千円 3,097千円

(内 社外取締役) (-名) (-千円) （-千円）

取締役(監査等委員) 3名 10,800千円 1,031千円

(内 社外取締役) (3名) (10,800千円) （1,031千円）

合 計 6名 71,640千円 4,128千円

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
２．株式報酬額には、取締役（監査等委員を除く）３名及び取締役（監査等委員）３名に対する譲渡制

限付株式報酬の当期に係る費用計上額を記載しております。
３．非金銭報酬等として、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対して、当社

の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は、譲
渡制限期間を１年間とし、当社取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する前に当
社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除するものであります。なお、譲渡制限期間が満了
する前に当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社の取締役を退任した場合は、当
社が無償取得するものとしております。

(3) 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

2016年３月29日開催の第83回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を

除く）の報酬限度額を年額１億５千万円以内（社外取締役２千万円以内）、監査等委員であ

る取締役の報酬限度額を年額５千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時

点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は、３名で（内社外取締役１名）、監

査等委員である取締役の員数は、４名です。

また、金銭報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬の総額として、2018年３月28日開催の第

85回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）については年額４千

５百万円以内（社外取締役６百万円以内）、監査等委員である取締役については年額１千５

百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である

取締役を除く）の員数は、２名で、監査等委員である取締役の員数は、４名です。

(4) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月18日に開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか

かる決定方針を決議しております。
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また、取締役会は、当期に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方

法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決

定方針に沿うものであると判断しております。

＜取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針＞

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬の額又は、その算出方法の決定に

関する方針は取締役会にて定めております。

報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系と

し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方

針とし、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成しております。

基本報酬は、各取締役の職位、職責、会社への貢献度、当社の業績、従業員の水準をも考

慮しながら、総合的に勘案し決定するものとしております。

株式報酬は中長期的な企業価値向上を図る目的とするため、譲渡制限付株式報酬とし、本

報酬の額は、当社の業績、各対象取締役の職責等諸般の事情を総合的に勘案し、決定するも

のとしております。

また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によ

り決定しております。

(5) 当期における社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 八尾 量也

当事業年度開催の取締役会15回のうち14回、監査等委員会3回のうち3回
に出席し、必要に応じ、企業経営者としての専門的見地からの発言を行
っております。企業経営者としての観点から有益な提言を行うなど、意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。

社外取締役 丸茂 隆

当事業年度開催の取締役会15回のうち14回、監査等委員会3回のうち3回
に出席し、必要に応じ、税理士としての専門的見地からの発言を行って
おります。税理士としての観点から有益な提言を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役 井上 裕子

当事業年度開催の取締役会15回のうち13回、監査等委員会3回のうち3回
に出席し、必要に応じ、企業経営者としての専門的見地からの発言を行
っております。企業経営者としての観点から有益な提言を行うなど、意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。

― 13 ―

2026年02月25日 15時25分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



(6) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外取締役でない非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法

第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

(7) 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、優秀な人材の確保、職務の執行における萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険
契約を締結しております。
その契約の概要は以下の通りです。
１．被保険者の範囲

当社取締役、監査等委員
２．保険契約の内容の概要
①被保険者の実質的な保険等負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はな
い。

②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害につい
て填補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定
の免責事由がある。

③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対
象としないこととしている。
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4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,500千円

(注) １．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないためこれらの合計額を記載して
おります。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会
計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当す

ると認められる場合には、同上の規定に従い、監査等委員全員の同意によって、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査等委員長は、解任後最初に招集される株主総会におい

て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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5. 業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規

定を定め周知徹底する。また、社長直轄の監査室は、各部署における業務遂行状況を監査す

る。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書・情報については、社内規定に基づき保存・管理を行って

おり、取締役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

監査室及び各部門においてリスクを把握しその対応策の検討を行い、その結果を取締役会

へ報告する。また、監査室は、リスク項目について定期的に点検・管理する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、

法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次

監督している。

(5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する体制

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等

委員会と協議の上、監査室員を監査等委員を補助すべき使用人として指名することができ

る。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指定された使用人への指揮権は監査等委員

会に移行されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
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(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に

関する体制

取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項の発生または発生するおそれがある

ときは直ちに監査等委員会に報告する。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、業務執行状況を把握するため取締役会に参加し、必要に応じて説明を求め

ることができる。また、監査等委員と会計監査人との意見や情報の交換を行うための体制も

整備する。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動

をとるものとし、一切の関係を遮断することを基本方針とする。また、必要に応じて警察・

顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的且つ速やかに対応する。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有

効且つ適切な提出に向け、内部統制システム構築を行い、その仕組みが適正に機能すること

を継続的に評価し、必要な是正を行う。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役会において、当社経営に関する重要事項を決定する際には、法令・定款への適合性及

び業務の適正を確保する視点から審議を行っております。

また、監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議に出席し必要な意見を表明しているほ

か、会計監査人及び監査室と適宜情報交換を行っており、内部統制システムの運用状況につい

て監視、検証を行っております。
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7. 会社の支配に関する基本方針

(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な

取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものでは

ありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定

に委ねられるべきだと考えています。

ただし、大規模買付行為の中には、その目的等から判断して、あるいは当社に固有の企業

価値の源泉を十分に理解していないため、将来実現することのできる当社の企業価値・株主

共同の利益を著しく損なう可能性があるものや、その態様から大規模買付行為に応じること

を株主の皆様に強要するおそれのあるものが含まれる可能性があります。

この点に関し、現行の金融商品取引法の下では、市場内での大規模買付行為は規制対象と

ならないことから、市場内での濫用的な大規模買付行為に対応することができません。加え

て、公開買付制度が適用される大規模買付行為に関しても、金融商品取引法で認められてい

る買付者に対する質問については意見表明報告書に質問を附すこともできますが、当該質問

への対応についても、買付者は対質問回答報告書を提出して回答する義務があるものの、十

分な回答を行うとは限らない上、理由を附して回答を行わないこともできます。このよう

に、公開買付制度が適用される大規模買付行為であっても、株主及び投資家の皆様に対して

十分な情報開示がなされず、又は公開買付けに応じるか否かを検討する時間を十分に確保す

ることができないままに、その賛否の対応を迫られる場合があることは否定できません。

そこで、当社取締役会は、株主や投資家の皆様が買付者による大規模買付行為を評価する

際、買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い当社の事業特性

を十分に理解している当社取締役会の大規模買付行為に対する意見等も含めた十分な情報

が、適時・適切に株主の皆様へ提供されることが極めて重要になるものと考えております。

また、付託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の

大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

(2) 当基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社は2024年2月に公表した「新報国マテリアル中期目標」の下、今後も新規拡販、たゆ

まぬ材料開発、技術向上、人材育成に取組むことで、企業価値、株主共同の利益の確保・向

上を図っていく所存です。
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当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済

環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値

を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。

当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は３名の取締役で構成され、全員が

社外取締役であり、任期は２年であります。

監査等委員である社外取締役は、法務、財務・会計、会社経営に関する高度の知見を有し

ており、取締役会に出席して取締役の職務執行に対する監視を行うことを通じて経営に関す

る重要事項の決定及び業務執行状況全般に対する監督を行っています。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みの概要

当社は、2023年２月10日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を

確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号に規定されるものをいい、以下、

「基本方針」といいます。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第３

号ロ(２)）の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以

下、「本プラン」といいます。）を導入することといたしました。

本プランは、当社取締役会の決議により導入するものですが、株主の皆様のご意思をより反

映させるという観点から、2023年３月28日開催の当社第90回定時株主総会において議案（普

通決議）としてお諮りさせていただき、本プランの導入につきましては承認可決されまし

た。

本プランは、当社株式の大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を

提案し、あるいは株主の皆様が当該大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情

報や時間を確保するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量買付を抑止す

ること等を可能とすることを目的としております。

本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の

情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。

買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株式の大量買付が当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、当社取締役会が対抗措置の発

動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株
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主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上

限とした割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断に

ついては、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立

した当社社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るも

のとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プランに従い新株予約権の無

償割当てを実施する場合には、株主総会の開催に要する時間が存しない場合を除き株主総会

を招集し、株主の皆様の意思を確認いたします。

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確

保することとしております。

本プランの有効期間は、原則として、2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時までと

なっております。

(4) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

上記(3)の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させる

ための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。

また、本プランは、第90回定時株主総会において株主の皆様により承認されていること、

その内容として合理的な客観的要件が設定されていること、当社の業務執行を行う経営陣か

ら独立した者のみから構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては

必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三

者専門家の助言を受けることができるとされていること、有効期間は、原則として３年間と

されており、また、その満了前であっても当社取締役会によりいつでも廃止できるとされて

いることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値・株主共同の利益に

資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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貸 借 対 照 表

(2025年12月31日現在)
（単位:千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 6,088,650 流 動 負 債 812,014
現 金 及 び 預 金 3,314,462 買 掛 金 198,570
受 取 手 形 4,638 １年内返済予定の長期借入金 400,000
売 掛 金 491,857 リ ー ス 債 務 2,433
電 子 記 録 債 権 91,583 未 払 金 78,639
製 品 283,192 未 払 法 人 税 等 45,510
原 材 料 527,247 未 払 事 業 所 税 1,734
仕 掛 品 1,289,509 預 り 金 48,461
前 払 費 用 17,525 前 受 収 益 15,468
未 収 入 金 5,687 賞 与 引 当 金 21,200
未 収 消 費 税 等 52,412
そ の 他 10,597
貸 倒 引 当 金 △59

固 定 資 産 1,636,715 固 定 負 債 1,106,853
有 形 固 定 資 産 1,430,085 長 期 借 入 金 700,000
建 物 353,799 リ ー ス 債 務 3,635
構 築 物 71,734 退 職 給 付 引 当 金 246,924
機 械 及 び 装 置 386,302 長 期 未 払 金 3,600
車 両 運 搬 具 11,179 長 期 預 り 保 証 金 152,694
工 具、 器 具 及 び 備 品 69,397
土 地 532,545 負 債 合 計 1,918,868
リ ー ス 資 産 5,129

(純資産の部)
無 形 固 定 資 産 31,713 株 主 資 本 5,768,261
ソ フ ト ウ ェ ア 31,531 資 本 金 175,500
電 話 加 入 権 183 資 本 剰 余 金 231,370

資 本 準 備 金 133,432
投 資 そ の 他 の 資 産 174,917 そ の 他 資 本 剰 余 金 97,938
投 資 有 価 証 券 83,589 利 益 剰 余 金 5,470,669
繰 延 税 金 資 産 87,019 利 益 準 備 金 43,875
そ の 他 4,309 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,426,794

繰 越 利 益 剰 余 金 5,426,794
自 己 株 式 △109,279

評 価 ・ 換 算 差 額 等 38,237
その他有価証券評価差額金 38,237
純 資 産 合 計 5,806,498

資 産 合 計 7,725,366 負 債 ･ 純 資 産 合 計 7,725,366
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損 益 計 算 書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位:千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,539,581

売 上 原 価 4,165,319

売 上 総 利 益 1,374,261

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 907,961

営 業 利 益 466,300

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,259

補 助 金 収 入 60,000

原 材 料 売 却 益 1,392

雑 収 入 11,736 81,387

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,928

固 定 資 産 除 却 損 0

リ ー ス 解 約 損 2,459

雑 支 出 198 7,585

経 常 利 益 540,103

特 別 損 失

シ ス テ ム 障 害 対 応 費 用 18,578 18,578

税 引 前 当 期 純 利 益 521,525

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 132,390

法 人 税 等 調 整 額 △12,001 120,389

当 期 純 利 益 401,136
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株主資本等変動計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

（単位:千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他

資本剰余金
利益準備金

そ の 他 利 益
剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 175,500 133,432 86,401 43,875 5,192,833

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △167,175

当 期 純 利 益 401,136

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 11,537

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 - - 11,537 - 233,961

当 期 末 残 高 175,500 133,432 97,938 43,875 5,426,794

株主資本 評価 ・ 換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額
等合計

当 期 首 残 高 △50,003 5,582,039 32,544 32,544 5,614,583

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △167,175 △167,175

当 期 純 利 益 401,136 401,136

自 己 株 式 の 取 得 △68,241 △68,241 △68,241

自 己 株 式 の 処 分 8,966 20,502 20,502

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額 )

5,693 5,693 5,693

当 期 変 動 額 合 計 △59,275 186,222 5,693 5,693 191,915

当 期 末 残 高 △109,279 5,768,261 38,237 38,237 5,806,498
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個 別 注 記 表

記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法

但し、1998年４月１日以降取得した建物 (建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３～45年

構 築 物 10～50年

機械及び装置 ２～22年

車 両 運 搬 具 ２～６年

工具、器具及び備品 ２～15年

無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法

但し、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
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4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与にあてるため、過去の支給実績を勘案し、

当期の負担すべき見積額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額

に基づき、当期末において発生している額（簡便法）を計上しておりま

す。

5. 収益及び費用の計上基準

特殊合金事業

特殊合金事業は、半導体及びFPD製造装置用部品、シームレス鋼管製造用工具、鍛圧加工

等の製造販売をしております。このような製品の販売については、約束した財又はサービス

の支配が顧客に移転し、履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

また、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時まで

の時間が通常である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(会計方針の変更に関する注記)

該当事項はありません。
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(会計上の見積りに関する注記)

1. 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 87,019千円

2. 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって

見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受け

る可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業

年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 2,529,207千円

(損益計算書に関する注記)

1. システム障害対応費用

2025年５月21日に発生した外部攻撃者からの不正アクセスによるランサムウェア被害に係

る諸費用であり、主な内訳は外部専門家による調査費用及びシステム障害の復旧に要した費

用等であります。
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(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 (株) 7,020,000 - - 7,020,000

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 (株) 293,018 100,000 29,800 363,218

（注）１．当期増加株式数100,000株は、2024年12月24日開催の取締役会決議による自己株式の取得を行った

ことによるものです。

２．当期減少株式数29,800株は、2025年７月２日に実施した譲渡制限付株式報酬による自己株式の処

分を行ったことによるものです。

3. 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の
総額

1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2025年3月27日
定時株主総会

普通株式 100,905千円 30円 2024年12月31日 2025年3月28日

2025年8月8日
取締役会

普通株式 66,270千円 10円 2025年6月30日 2025年9月1日

（注）当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記の

2024年12月期の期末配当につきましては、配当基準日が2024年12月31日となりますので、当該株式分

割前の株式数を基準として配当を記載しております。

4. 当期の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年3月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 99,852千円 15円 2025年12月31日 2026年3月30日
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(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞 与 引 当 金 6,466千円

一 括 償 却 資 産 3,360千円

未 払 事 業 所 税 529千円

貸 倒 引 当 金 18千円

退 職 給 付 引 当 金 77,534千円

役 員 退 職 慰 労 未 払 金 1,130千円

そ の 他 16,673千円

繰 延 税 金 資 産 合 計 105,710千円

(繰延税金負債)

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 1,911千円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 16,780千円

繰 延 税 金 負 債 合 計 18,692千円

繰 延 税 金 資 産 の 純 額 87,019千円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金計画に照らして必要な資金を銀行借入及び社債の発行により調達しておりま

す。また、資金運用については短期的な預金等安全性の高い金融資産で運用しており、投機的

な取引は行わない方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図って

おります。

投資有価証券は主として長期保有を目的とした上場株式であり四半期毎に時価の把握を行っ

ております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、月次で資金

繰実績を作成し、流動性リスクを把握しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。
（単位:千円）

貸借対照表計上額(*) 時 価(*) 差 額

投資有価証券 58,177 58,177 -

長期借入金 (1,100,000) (1,086,855) 13,145

(注）１．(*)負債で計上されているものについては、( )で表示しております。
２．市場価格のない株式等

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 25,412千円

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。
３．現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金、買掛金

現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金、買掛金は短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。
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(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位:千円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 58,177 - - 58,177

(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位:千円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 - 1,086,855 - 1,086,855

(注）１．投資有価証券
投資有価証券は上場株式であり、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

２．長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、埼玉県内において、賃貸用の土地を所有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位:千円）

貸借対照表計上額 時 価

32,538 3,509,708

(注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．時価の算定方法

主として社外の不動産鑑定士による不動産調査報告書に基づく金額であります。
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(収益認識に関する注記)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位:千円）

報告セグメント

特殊合金事業 不動産賃貸事業 計

顧客との契約から生じる収益 5,387,373 - 5,387,373

その他の収益 - 152,208 152,208

外部顧客への売上高 5,387,373 152,208 5,539,581

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通り

であります。

3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

顧客との契約から生じた債権の残高
（単位:千円）

当事業年度

顧客との契約から生じた債権

受取手形

売掛金

電子記録債権

4,638

491,857

91,583
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(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等
（単位:千円）

種類
会社等
の名称

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

主 要
株 主

日本製鉄㈱
被所有
直接 15.3％

当社鋳鋼品
の販売
同社原材料
の購入

鋳鋼品等の販売
(注)

851,344 売掛金 57,922

原材料の購入
(注)

1,938 買掛金 -

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 鋳鋼品等並びに原材料の取引価格は取引ごとに決定しております。

(１株当たり情報に関する注記)

1. １株当たり純資産額 872円27銭

2. １株当たり当期純利益 60円17銭
（注）当社は、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
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会計監査人監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年2月24日

新 報 国 マ テ リ ア ル 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 寶 野 裕 昭

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 多奈部 宏 子

監査意見

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、新報国マテリアル株式会社の２０２５年

１月１日から２０２５年１２月３１日までの第９３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規

定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい

る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお

ける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記

事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人

の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類

等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応

策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第９３期の取締役の職務の執

行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも

に、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会

議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明

を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま

した。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118

条 第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので

は無く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは無いと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２６年２月２４日

新報国マテリアル株式会社 監査等委員会

監査等委員長 八 尾 量 也 ㊞

監査等委員 丸 茂 隆 ㊞

監査等委員 井 上 裕 子 ㊞

(注) 監査等委員八尾量也、丸茂隆及び井上裕子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取

締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

中期目標でも掲げておりますとおり、攻めの経営を掲げ、積極的な研究開発、設備投

資、製造技術の革新を図り、成長戦略を実行して参ります。今後の配当につきましても強

化された財務基盤をベースに当該事業年度と次期の見通しを勘案し、株主の皆様に報いる

配当を決定していくことを基本方針と致します。

当期の期末配当金につきましては上記基本方針を勘案し、普通配当を１株につき15円と

させていただきたいと存じます。

1.配当財産の種類

金銭といたします。

2.配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 １株につき金15円

総額 99,851,730円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

取締役成瀬正、鎌田貴幸、横井裕二の３氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり

ます。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）３名の選任をお願いする

ものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補
者
番号

氏 名
(生年月日)

所有する
当社

株式の数

略 歴、 地 位、 担 当
（重要な兼職の状況）

当社との
特 別 の
利害関係

１
成
な る せ

瀬 正
ただし

(1947 年 １ 月 ２ 日 生 )
56,800株

1970年４月 住友金属工業㈱入社 (現 日本製鉄㈱)

なし

1998年７月 同社 本社企画部長
2002年１月 住友特殊金属㈱入社 支配人
2002年７月 同社 取締役
2004年４月 ㈱NEOMAX常務取締役
2006年７月 同社 取締役専務執行役員
2007年４月 日立金属㈱事業役員

(㈱NEOMAXと日立金属㈱合併)
2008年３月 当社 取締役副社長
2009年８月 当社 代表取締役社長 (現在)
2010年１月 山本重工業㈱取締役 (現 三重工場)
2011年４月 ㈱新報国製鉄三重 (現 三重工場)

取締役会長
2014年１月 同社 代表取締役社長
2016年３月 当社 社長執行役員 (現在)

２
鎌
か ま だ

田 貴
た か ゆ き

幸

(1973 年 ７ 月 11 日 生 )
16,400株

1997年４月 当社 入社

なし

2000年６月 当社 製造部鋳鋼課主任
2010年１月 当社 営業部営業課長
2012年１月 当社 営業部長
2016年３月 当社 執行役員営業部長
2023年３月 当社 取締役執行役員営業部長
2024年４月 当社 取締役執行役員 (現在)

３
横
よ こ い

井 裕
ゆ う じ

二
(1976 年 ２ 月 ５ 日 生 )

14,300株

1997年４月
2000年11月
2005年４月
2014年４月

2016年３月
2023年３月

山本重工業㈱入社 (現 三重工場)
同社 製造部鋳鋼課長兼技術課長
同社 鋳鋼部長
㈱新報国製鉄三重取締役工場長
(現 三重工場)
当社 執行役員三重工場長
当社 取締役執行役員三重工場長(現在)

なし

（注） 当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を締結しております。その契約の内容
の概要は、事業報告14頁（（７）役員等賠償責任保険契約の概要）に記載のとおりです。各候補者は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。

― 39 ―

2026年02月25日 15時25分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役八尾量也、丸茂隆、井上裕子の３氏は、本総会終結の時をもっ

て任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いする

ものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補
者
番号

氏 名
(生年月日)

所有する
当社

株式の数

略 歴、 地 位、 担 当
（重要な兼職の状況）

当社との
特 別 の
利害関係

１ 八
や お

尾 量
か ず や

也
(1957 年 １ 月 28 日 生 )

1,000株

1979年４月 住友金属工業㈱ 入社
(現 日本製鉄㈱)

なし

1994年６月 同社 鉄鋼総括部生産企画室長
1996年１月 同社 企画部総合企画室参事
2002年４月 同社 鋼管営業部次長
2004年５月 同社 鋼管カンパニー鋼管営業部長
2007年４月 同社 鋼管カンパニー鋼管輸出部長
2011年６月 住金日鉄ステンレス鋼管㈱代表取締役社

長(現 日鉄ステンレス鋼管㈱)
2019年６月 日鉄ステンレス鋼管㈱副社長
2021年６月 同社 顧問
2023年７月 当社 非常勤顧問
2024年３月 当社 取締役監査等委員（現在）

２ 丸
ま る も

茂 隆
たかし

(1965 年 11 月 ６ 日 生 )
2,000株

1995年11月 公認会計士・税理士丸茂等事務所入所

なし
2001年１月 税理士登録
2010年３月 税理士丸茂隆税務事務所 所長 (現在)
2016年３月 当社 取締役監査等委員 (現在)
2023年２月 当社 独立委員会委員 (現在)

３ 井
い の う え

上 裕
ゆ う こ

子
(1969 年 ３ 月 ９ 日 生 )

1,000株

1993年10月 ㈱ダイモスコンサルティング 入社

なし

1998年４月 同社 事務局長
2002年３月 同社 退職
2011年３月 ㈱井上鉄工所 入社
2013年９月 同社 専務取締役
2018年６月 (一社)ものづくりなでしこ理事 (現在)
2019年９月 ㈱井上鉄工所 代表取締役社長（現在）
2020年４月 (公財)埼玉県産業振興公社理事 (現在)
2023年４月 埼玉県私立学校審議会審議員 (現在)
2024年３月 当社 取締役監査等委員 (現在)

（注１） 八尾量也氏は社外取締役候補者であります。
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
八尾量也氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外取
締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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（注２） 丸茂隆氏は社外取締役候補者であります。
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
丸茂隆氏は税理士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かして頂くため、社外取締役として選任
をお願いするものであります。
なお、同氏の社外監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。

（注３） 井上裕子氏は社外取締役候補者であります。
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
井上裕子氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外取
締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

（注４） 当社は、八尾量也氏、丸茂隆氏、井上裕子氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しており、当該
契約に基づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

（注５） 当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を締結しております。その契約の内容
の概要は、事業報告14頁（（７）役員等賠償責任保険契約の概要）に記載のとおりです。各候補者は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。
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第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

当社は、2023年３月28日開催の当社第90回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付
行為に関する対応策（以下、「現プラン」といいます。）を導入することについて株主の皆様の
ご承認をいただいております。

現プランの有効期間は2026年３月開催の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいま
す。）終結の時までであることから、当社では、情勢の変化、買収への対応方針に関する議論
の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益をより一層確保・向上させるため
の取り組みとして、現プランの継続の是非も含めそのあり方について検討を進めてまいりまし
た。

その結果、2026年２月10日開催の当社取締役会において、本定時株主総会での株主の皆様に
よるご承認が得られることを条件に、現プランを一部変更したうえで継続することを決議いた
しました。（以下、継続する「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」を「本プラン」
といいます。）

本プランは、当社取締役会の決議により継続するものですが、後述のとおり、株主総会の決
議や株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止することができるなど、
株主の総体的意思によってこれを廃止できる手段が設けられており、経済産業省及び法務省が
2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に
関する指針」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、株主の皆様のご意思をよ
り反映させるという観点から、本定時株主総会において議案（普通決議）としてお諮りさせて
いただくものであります。
また、本プランは、2026年２月10日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会に

おいて上記議案につき、株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、直ちに廃止されるも
のとします。
本プランの主な変更点は、以下のとおりです。
・本プランの対象となる大規模買付行為の定義の見直しを行いました。
具体的には、３．本プランの内容(１)本プランに係る手続①対象となる大規模買付行為
の類型として（ⅲ）を加えています。

・その他、本プランがよりわかりやすいものとなるよう、字句の整備、表現等の変更を行
いました。

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な

取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものでは
ありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定
に委ねられるべきだと考えています。
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ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保
ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利
益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないも
の、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないも
のもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から付託された者の責務として、

株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行
う必要があると考えています。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組みについて

１．企業価値向上への取組み
当社は、1949年に埼玉県川越市で鋳物メーカーとして設立し、シームレスパイプ用工具

の製造を手掛け、近年は低熱膨張合金（インバー合金）を主力製品とし、耐熱・耐摩耗・
耐塩素腐食鋼や錫合金など、多岐にわたる特殊合金を開発する金属素材メーカーとして成
長を遂げてまいりました。

「創造性に富む金属材料技術、生産技術、加工技術を培い、独創的な金属材料を創製し
て先端技術の基盤を支え、お客様の期待に応えるとともに、人々の生活、文化に貢献す
る」という経営理念のもと、小規模ながらも研究部門を有し、優秀な技術者が情熱を持っ
て合金開発に取り組んでいます。現在、全社員の約１割が研究者であり、その半数が博士
号を取得しているほか、工場においても技術開発スタッフと製造現場が一体となる体制を
整え、技術立社としての地歩を固めてまいりました。
当社は、特に、熱を加えても膨張しない「低熱膨張合金（インバー合金）」のトップメ

ーカーとして、使用する温度帯や熱膨張係数などお客様のニーズに応じた豊富な製品ライ
ンナップを揃え、数ナノレベルの超高精度が求められる半導体・FPD製造装置などの中核
部品に採用されています。また、近年ではマイナス269℃でもゼロ膨張・高剛性という世
界唯一のインバー合金が航空・宇宙分野で採用されるなどその適用範囲を拡大していま
す。このような独自の特殊合金の開発・製造を支える基盤として、独自のスラグ精錬法に
よる高品質な鋳鋼製造技術や、鍛造メーカーとの協業による高度な鍛鋼技術を有してお
り、昨年導入を完了した３Ｄ金属プリンタの製造技術の早期確立を目指し、鋳鋼、鍛造、
３Ｄの製造３本柱を構築することで、さらなる成長を目指しています。

当社は2024年２月に「2024～2029年 中期経営目標」を発表し、2029年に売上100億円、
インバー合金グローバルニッチトップを掲げ中長期での活動を実施しています。

詳細は当社ホームページ「2024～2029年 中期経営目標」をご参照ください。
https://www.shst.co.jp/
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２．コーポレート・ガバナンスについて
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経

済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主
価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけています。
（１）コーポレート・ガバナンスの体制

当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は３名の取締役で構成され、全
員が社外取締役であり、任期は２年であります。

監査等委員である社外取締役は、法務、財務・会計、会社経営に関する高度の知見を
有しており、取締役会に出席して取締役の職務執行に対する監視を行うことを通じて経
営に関する重要事項の決定及び業務執行状況全般に対する監督を行っています。

（２）内部統制システムの整備
当社は業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規

程等の各種規程を整備しており、業務運用手順と職務権限を明確にし、業務の運営を行
っています。また、その業務活動の結果を正しく財務情報として報告することが重要で
あると認識しており、それらを実現するために内部統制システムを構築しています。現
状の統制環境を確認し、そのうえで各業務の実行に伴うリスクを分析し、そのリスクに
対する対応を通じて統制活動を行い、これらの活動内容が全社的に情報として伝達され
るように制度化しています。
また、内部統制システムに対するチェック機関として、社長直轄の監査室があり、監

査等委員である取締役と緊密に連携しながら業務遂行状況を監査しています。会計監査
については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、正しい経営情報を提供する
とともに、公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しています。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ
とを防止するための取組み

１．本プランの目的
当社は、上記Ⅰ．に記載のとおり、特定の者による当社株式等の大規模買付行為に対し

ては、何らかの対応が必要と考えますが、上場会社である以上、大規模買付行為を行おう
とする者に対して株式を売却するか否かの判断や、大規模買付行為を行おうとする者に対
して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、株主の皆様のご意思に委ね
られるべきものだと考えています。
しかしながら、株主や投資家の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提

として、上記のような当社固有の事業特性や当社の歴史を十分に踏まえていただいた上
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で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉について適切に把握をしていただく
ことが必要であると考えます。そして、大規模買付行為を行おうとする者による当社の支
配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るか
を把握するためには、大規模買付行為を行おうとする者から提供される情報だけでは不十
分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固
有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報並びに、大規模買付
行為を行おうとする者による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、
場合によっては当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考
えます。

したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報
を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考え
ています。
以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとする者

に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の
確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主や投資家の皆
様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会（下記２．「本プランの概要」
に定義されます。以下同じ）の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は
当該大規模買付行為を行おうとする者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計
画等（以下、「代替案」といいます。）を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株
主の皆様のために大規模買付行為を行おうとする者と交渉を行うこと等を可能とし、もっ
て基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組みの一つとして、現プランの継続が必要であるとの結論に達し
ました。現プランの継続に際しましては、株主の皆様のご意思を確認することが望ましい
ことは言うまでもありません。そのため、当社といたしましては、本定時株主総会におい
て、現プランの継続につき株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。
以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会において、現プランの継続に関す

る承認議案を付議することを通じて、株主の皆様のご意思を確認させていただくことを条
件として、現プランの継続を決定いたしました。

２．本プランの概要
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべ

きルールを策定するとともに、条件を満たす場合には当社が対抗措置をとることによっ
て、大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、
これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない
当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断
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を排除するため、独立委員会規程（その概要については別紙１をご参照ください。）に従
い、当社社外取締役又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公
認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣か
ら独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）を設置
し、その勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行う
ことにより透明性を確保することとしています。本プランにおける独立委員会の委員に
は、別紙２に記載の３氏が就任する予定です。
なお、2025年12月31日現在における当社の大株主の状況は、別紙３「当社の大株主の状

況」のとおりです。また、現時点において、当社が特定の第三者から当社株式等の大規模
買付行為を行う旨の提案を受けている事実はありません。

３．本プランの内容
(１)本プランに係る手続
① 対象となる大規模買付行為

本プランは以下の（ⅰ)又は（ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似す
る行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大
規模買付行為」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を
行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定
められる手続に従わなければならないものとします。
（ⅰ)当社が発行者である株式等（注１）について、保有者（注２）の株式等保有割合

（注３）が20％以上となる買付け
（ⅱ)当社が発行者である株式等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株式等

の株式等所有割合（注６）及びその特別関係者（注７）の株式等所有割合の合計
が20％以上となる公開買付け

（ⅲ）上記（ⅰ）又は（ⅱ）に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、特定
の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本（ⅲ）において
同じといたします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該
他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行
為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配
しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注８）を樹立する行
為（注９）（ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の
株主の株式等保有割合又は株式等所有割合の合計が20%以上となるような場合に限
ります。）

② 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、
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当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文
言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により
日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ) 買付者等の概要
(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 買付者等が会社その他の法人である場合には、その代表者、取締役（又はそれ

に相当する役職。以下同じ）それぞれの氏名及びその過去10年間の経歴
(ハ) 買付者等が会社その他の法人である場合には、会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 買付者等が会社その他の法人である場合には、その直接・間接の大株主又は大

口出資者（持ち株割合又は出資割合上位10名）及び実質株主（出資者）の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 買付者等が会社その他の法人である場合には、その設立準拠法
(ト) 主要な出資先の名称、本社所在地及び事業内容並びにそれらの主要出資先に対

する持株割合ないし出資割合
(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間におけ

る買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付行為の概要（買付者等が大規模買付行為により取

得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的（支配権
取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の
株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等（注10）その他の目的がある場
合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載して
いただきます。）を含みます。）

③ 「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、

以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様の
ご判断並びに当社取締役会及び独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な情
報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営

業日（注11）（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報
リスト」を上記②（ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かか
る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大

規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当
社取締役会及び独立委員会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会又は
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独立委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会及び独立委員会が別途請求す
る追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報

は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。

(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者（注12）、特別関係者及びファンドの場
合は各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構
成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

(ⅱ）大規模買付行為の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳
細）、方法及び内容（経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び
金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及
び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を
含みます。）

(ⅲ）大規模買付行為の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数
値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナ
ジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名
称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みま
す。）

(ⅳ）大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の
具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ）大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が
ある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ）買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、
売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいます。）
がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株
式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ）買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約
等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の
種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具
体的内容

(ⅷ）大規模買付行為の後における当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ⅸ）大規模買付行為の後における当社の役員、従業員、労働組合、取引先、顧客及び

地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ）当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
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なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実につい
ては速やかに開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び
投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断す
る時点でその全部又は一部について開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認め

た場合には、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）す
るとともに、速やかに開示いたします。

④ 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模

買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）の期間を、当社取締役
会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会
評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。
(ⅰ）対価を現金（円価）のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には

最大60日間
(ⅱ）その他の大規模買付行為の場合には最大90日間
上記（ⅰ）（ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は、評価・検討のために不十

分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合に限り、延長できるものと
しますが、延長の期間は最大30日間とします。その場合は、具体的延長期間及び当該
延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆
様に開示いたします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家の助

言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企
業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の
内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規
模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知
するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要
に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更
に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、取締役会評

価期間内に、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものと
します。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資す
るようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務
執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・
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アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、学識経験者その他の専門家を
含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役
会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該
勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに
開示いたします。
(ⅰ）買付者等が本プランに規定する手続を遵守しない場合

買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、独立委員会は、当
該大規模買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものである
とし、原則として当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

(ⅱ）買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合
買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則
として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

ただし、本プランに規定する手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模
買付行為が、別紙４に掲げる行為が意図されており、当社の企業価値及び株主共同の
利益を著しく損なうものと認められ、かつ対抗措置の発動を相当と判断する場合には、
例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。また、独立委員会は、
対抗措置発動に関して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる
ものとします。

⑥ 取締役会の決議、株主意思の確認
当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係

る勧告を踏まえて当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から、
独立委員会からの勧告を受けた後速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うも
のとします。

なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に
株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、実務上開催が著
しく困難な場合を除き、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総
会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、対抗措置の発動に関する議
案を付議します。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開
催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会の開催を決定した場
合には、取締役会評価期間はその時点を以て終了するものとします。当該株主意思確
認総会にて、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は株
主意思確認総会における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行い、必要な手
続を行います。一方、当該株主意思確認総会において、対抗措置の発動に関する議案
が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行います。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動である
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か不発動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適
切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

⑦ 対抗措置発動の停止
当社取締役会が上記⑥の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後におい

ても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか
否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共
同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況
に至った場合には、当社取締役会は対抗措置の停止の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適

切と判断する事項について、速やかに開示いたします。

⑧ 大規模買付行為の開始
買付者等は、本プランに規定する手続を遵守するものとし、取締役会において対抗

措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはでき
ないものとします。

(２) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(１)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権

（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当てとします。
本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙５「新株予約権無償割当ての概要」に記

載のとおりといたします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(１)⑦

に記載のとおり、対抗措置発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置
として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等
が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(１)⑦に記載の決議を行った場合に
は、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日まで
においては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発
生日以後、本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新
株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとしま
す。

(３) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、本定時株主総会において承認が得られた場合には、当該承

認決議の時から2029年３月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの
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変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変
更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成さ
れる取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点
で廃止されるものとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品
取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う
形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得たうえで、本プ
ランを修正し、又は変更することができるものとします。他方、当社取締役会が、本
プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合
には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくこと
といたします。
当社は、本プランを廃止又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影

響を与えるような変更を行った場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合
には）変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いた
します。

４．本プランの合理性
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株
主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原
則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境
の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が2021年6月11日に改訂
した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5．いわゆる買収防衛策」、及び経済
産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」の内容を踏まえていま
す。

(１)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則
本プランは、上記１．に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行為がなされ

た際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当
社取締役会が提示した代替案を株主の皆様に周知する機会を確保し、株主の皆様のため
に買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同
の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入しているものです。

(２)事前開示・株主意思の原則
当社は、取締役会において決議された本プランを、株主の皆様の予見可能性を高め、

適正な選択の機会を確保するために、その目的、具体的な内容、効果などについて事前
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に開示させていただいております。また、上記３．（３）に記載した通り、本プランの
有効期間は本定時株主総会終結時までであり、本定時株主総会においてご承認いただい
た後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合
には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本
プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっ
ています。

(３)必要性・相当性確保の原則
① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

当社は、上記２．に記載のとおり、本プランに基づく大規模買付行為への対抗措置
の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及
び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措
置の発動又は不発動の決議等に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。
また、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示

を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運
営が行われる仕組みを確保しています。

② 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記３．に記載のとおり、予め定められた合理的かつ客観的な発動要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意
的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

③ デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記３．(３)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で

構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされています。従
って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代さ
せても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。
また、当社は業務執行取締役の任期を１年としているため、本プランはスローハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発
動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

５．株主及び投資家の皆様への影響
(１) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プラ
ンがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対し
て直接具体的な影響を与えることはありません。
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なお、前述の３．(１)⑤に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否かに
より当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様
におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

(２) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合に

は、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保
有する株式１株につき本新株予約権１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償に
て割当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、
株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じるものの、保有する
当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係
る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりま
せん。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権

利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、

上記３．(１)⑦に記載の手続等に従い当社取締役会が対抗措置発動の停止を決定した
場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株
予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動
の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様
が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社
株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及
び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使

又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定され
ますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法
的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

(３) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続
本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、

当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、
申込みの手続は不要です。

また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続をとる場合には、買付者等以
外の株主の皆様におかれましては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むこと
なく、当社による新株予約権取得の対価として当社株式を受領することになるため、
当該新株予約権に関する払込み等の手続は不要となります。
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以上のほか、割当て方法、行使の方法、当社による取得の方法及び株式の交付方法
等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行わ
れた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に
基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので、当該開示又は通知の内容をご
確認ください。

（注１） 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下

別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正

（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本

プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当

該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替え

られるものとします。

（注２） 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者

に含まれる者を含みます。以下同じとします。

（注３） 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとしま

す。以下同じとします。

（注４） 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下

(ⅱ)において同じとします。

（注５） 金融商品取引法第27条の２第６項に規定される「公開買付け」を意味するものとします。

以下同じとします。

（注６） 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとしま

す。以下同じとします。

（注７） 金融商品取引法第27条の２第７項に規定される「特別関係者」をいいます。ただし、同項

第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する

内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。

（注８） 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれら

の者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、

業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリ

バティブや貸株等を通じた当社株式等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の

株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとしま

す。

（注９） 本文の所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限

尊重して行うものとします。なお、当社取締役会は、上記の要件に該当するか否かの判定

に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあり

ます。

（注10） 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株
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券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される「重要提案行為等」を

いいます。以下同じとします。

（注11） 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいま

す。

（注12） 金融商品取引法第27条の23第５項に規定される「共同保有者」をいい、同条第６項に基づ

き「共同保有者」とみなされる者を含みます。以下同じとします。

以 上
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別紙１

独立委員会規程の概要

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する

取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を担保すること

を目的として、取締役会の諮問機関として設置される。

２．独立委員は３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、社外取締役又は社外

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれら

に準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。

なお、当社は、独立委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規程を含む契約

を締結する。

３．独立委員会の委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員と当社が合意した日までとする。ただ

し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

４．独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員が招集する。

５．独立委員会の議長は、各独立委員の互選により選定される。

６．独立委員会の決議は、原則として独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

ただし、独立委員のいずれかに事故がある時その他特段の事由がある時は、独立委員の過半

数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

７．独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、以下の各号に記載される事項について審議の

上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。

(１) 本プランに係る対抗措置の発動の是非（発動に関して予め株主意思の確認を得ること

の是非を含む）

(２) 本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止

(３) 本プランの廃止及び変更

(４) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

各独立委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主

― 57 ―

2026年02月25日 15時25分 $FOLDER; 57ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人

的利益を図ることを目的としてはならない。

８．独立委員会は、必要に応じて当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独

立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。

９．独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から

独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、

弁護士、コンサルタント、学識経験者その他の専門家を含む。）から助言を得ることができ

る。

以 上
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別紙２

独立委員会委員の略歴

丸茂 隆 （まるも たかし）（1965年11月６日生）

1995年11月 公認会計士・税理士丸茂等事務所入所

2001年１月 税理士登録

2010年３月 税理士丸茂隆税務事務所 所長（現在）

2016年３月 当社 監査等委員（現在）

2023年２月 当社 独立委員会委員（現在）

※同氏は会社法第２条第15号に規定される社外取締役です。当社は同氏を、東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、取引所に届け出ています。

久保 隆 （くぼ たかし）（1963年３月10日生）

1985年４月 株式会社日立製作所入所

1990年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所

1994年３月 公認会計士登録

2007年５月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員就任

2021年７月 公認会計士久保隆事務所開設（現在）

2023年２月 当社 独立委員会委員（現在）

篠宮 雅明 （しのみや まさあき）（1968年７月25日生）

1993年10月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所

1996年４月 公認会計士登録

2007年９月 篠宮公認会計士事務所開設（現在）

2008年４月 LEC会計大学院 特任教授

2010年10月 同大学院 准教授

2013年５月 税理士登録

2015年３月 当社 監査役

2016年３月 当社 監査等委員

2023年２月 当社 独立委員会委員（現在）

2024年６月 株式会社ハイマックス 監査役（現在）

※上記３氏と当社との間において、顧問契約等の関係はございません。

以 上
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別紙３

当社の大株主の状況（2025年12月31日現在）

順位 株主名 持株数

（株）

持株比率

（％）

1 日本製鉄株式会社 1,017,800 15.29

2 村岡 克彦 717,000 10.77

3 株式会社湊組 542,000 8.14

4 石田 龍山 315,000 4.73

5 株式会社埼玉りそな銀行 313,600 4.71

6 株式会社山本本店 214,000 3.21

7 清水 長助 131,100 1.97

8 新報国マテリアル取引先持株会 102,000 1.53

9 新報国マテリアル従業員持株会 96,800 1.45

10 宇田 肇 86,600 1.30

（注）持株比率は自己株式（363,218株）を控除して計算しております。

以 上
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別紙４

当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値

で当社の株式等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行

おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘

密情報、主要取引先又は顧客等の当社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転

する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場

合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等

の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあ

るいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜け

をする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付け

で当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、

あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付等を行うことをいいます。）等の、

株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社の株式等の売却を強要する

おそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根

拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並び

に実現可能性等を含むがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不

十分又は不適切なものであると判断される場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社の企業価値の源泉である顧

客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、その結果、当社の企業価値・株主共同の

利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著

しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較

において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後す

ると判断される場合
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９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合

以 上
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別紙５

新株予約権無償割当ての概要

１．本新株予約権の割当て総数

本新株予約権の割当て総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、

「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日

（以下、「割当て期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点

において当社の有する当社株式の数を除きます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新

株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当て対象株主

割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式

（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限とし

て、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無

償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的

である株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本

新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株

式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の当社普通株式1株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割

当て決議において別途定める額とします。

６．本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
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７．本新株予約権の行使条件

(１)特定大量保有者（注１）、(２)特定大量保有者の共同保有者、(３)特定大量買付者（注

２）、(４)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(５)これら(１)から(４)までの者から本新

株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(６)これら

(１)から(５)までに該当する者の関連者（注３）（これらの者を総称して、以下、「非適格者」

といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約

権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとしま

す。

８．当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権

を取得し、これと引き替えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付するこ

とができるものとします。なお、非適格者が有する本新株予約権の取得の対価として、金銭等

の経済的な利益の交付は行わないこととします。本新株予約権の取得条件の詳細については、

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の中止等の場合の無償取得

当社取締役会が対抗措置の発動を停止した場合、その他本新株予約権無償割当て決議におい

て当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得すること

ができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割

当て決議において別途定めるものとします。

（注１） 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20％以上である者、又

は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株

式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた

者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しない

こととします。以下同じとします。

（注２） 公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株

券等を意味します。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条の２第

１項に定義される買付け等を意味します。以下同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当

該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１
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項に定めるものを含みます。）に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有

割合と合計して20％以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者を

いいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利

益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める者は、これに該当しないこととします。以下同じとします。

（注３） ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支

配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して

行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及

び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合をいい

ます。）をいいます。

以 上
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会場 埼玉県川越市新宿町５丁目13番地61

住宅展示場

「川越ハウジングステージ」

インフォメーションセンター

交通のご案内＝電車／JR線、東武東上線の川越駅から徒歩15分

車／関越自動車道川越ICから２km（平常時５分）
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